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・ 「点検・評価」によって明らかになった問題点や課題を、市民と共有してい

くことの大切さについて認識を深め、特に、「施策に対する成果と課題」につ

いて、問題点を共有し、向上・解決に向けてともに考えていけるような評価

を心がけていきます。 

・ 「点検・評価」の対象となる諸計画における施策の精査を行うとともに、施

策の達成に向けて、事業の未達成部分の達成や課題解決に努めていきます。

さらに、整理統合や新設の検討など、施策の達成に最も有効な手段となるよ

う、事業自体を精査していきます。 

・ 「学校教育基本計画（第２期）」「第３次生涯学習計画」の施策達成へ向け事

業を行った結果、どれほどの成果をあげることができたのかを判断する指標

として、前回から「成果の指標」を導入し、施策ごとの達成度評価を実施し

ています。両計画は、いずれも計画年度が平成 23年度までであるため、現在、

平成 24年度スタートに向けて新たな計画を策定中です。計画に対する達成度

を評価することは非常に重要であるため、評価を判断しやすい計画となるよ

う、点検・評価の考え方を新たな両計画に生かしていきます。 

 

 

 

今 後 の 方 針  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 事 務 担 当 ― 

教育部 教育総務課 政策調整担当 

℡ 046（260）5203（直通） 

文化スポーツ部 文化振興課 政策調整担当 

℡ 046（260）5222（直通） 

 

   

 


